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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月18日(2020.2.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　本発明のある特定の実施形態を説明してきたが、他の実施形態も存在し得る。本明細書
は詳細な説明を含むが、本発明の範囲は以下の特許請求の範囲によって示される。さらに
、本明細書は、構造的特徴及び／または方法的作用に特異的な言語で記載されているが、
特許請求の範囲は、上述の特徴または作用に限定されない。むしろ、上記の特定の特徴及
び行為は、本発明の例示的な態様及び実施形態として開示される。様々な他の態様、実施
形態、修正、及びそれらの等価物は、本明細書の説明の読後、本発明の主旨または特許請
求される主題の範囲から逸脱することなく当業者には連想され得る。以下、本発明の実施
形態の例を列記する。
［１］
　細菌胞子による汚染が疑われる物品上の細菌胞子を排除するための方法であって、前記
方法は、
　約１０～約２，０００ｐｐｍのエーテルアミンを水に混合することによって第１の使用
溶液を調製し、約１０～約２，０００ｐｐｍの過カルボン酸を水に混合することによって
第２の使用溶液を調製することと、
　前記第１の使用溶液を前記物品に適用することと、
　前記第２の使用溶液を前記物品に適用することと、を含む、方法。
［２］
　前記エーテルアミンは、１～２２個の炭素原子を有する一つ又は複数のエーテルアミン
を含む、項目１に記載の方法。
［３］
　前記エーテルアミンは、１０～１８個の炭素原子を有する一つ又は複数のエーテルアミ
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ンを含む、項目１又は２に記載の方法。
［４］
　前記第１の使用溶液は、２５～１，５００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、項目１～３
のいずれか一項に記載の方法。
［５］
　前記第１の使用溶液は、２５～１，０００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、項目１～４
のいずれか一項に記載の方法。
［６］
　前記第１の使用溶液は、５０～５００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、項目１～５のい
ずれか一項に記載の方法。
［７］
　前記過カルボン酸は、２～１２個の炭素原子を有する一つ又は複数の過カルボン酸を含
む、項目１～６のいずれか一項に記載の方法。
［８］
　前記第２の使用溶液は、１０～１，５００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、項目１～７の
いずれか一項に記載の方法。
［９］
　前記第２の使用溶液は、５０～１，０００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、項目１～８の
いずれか一項に記載の方法。
［１０］
　前記第２の使用溶液は、５０～５００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、項目１～９のいず
れか一項に記載の方法。
［１１］
　前記方法は、Ｃ．ｄｉｆｆ．、Ｃ．ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ、Ｃ．ｓｐｏｒｏｇｅｎｅｓ、
Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓから選択される細菌胞子の少なくとも２対
数の減少が可能である、項目１～１０のいずれか一項に記載の方法。
［１２］
　前記方法は、Ｃ．ｄｉｆｆ．、Ｃ．ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ、Ｃ．ｓｐｏｒｏｇｅｎｅｓ、
Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓから選択される細菌胞子の少なくとも３対
数の減少が可能である、項目１～１１のいずれか一項に記載の方法。
［１３］
　前記方法は、Ｃ．ｄｉｆｆ．、Ｃ．ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ、Ｃ．ｓｐｏｒｏｇｅｎｅｓ、
Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓから選択される細菌胞子の少なくとも４対
数減少が可能である、項目１～１２のいずれか一項に記載の方法。
［１４］
　前記物品は、織物または硬質面を含む、項目１～１３のいずれか一項に記載の方法。
［１５］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液のいずれか一方は、一つ又は複数の界面活
性剤をさらに含む、項目１～１４のいずれか一項に記載の方法。
［１６］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液のいずれか一方は、一つ又は複数のｐＨ調
整剤をさらに含む、項目１～１５のいずれか一項に記載の方法。
［１７］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に同時に適用される、項目１
～１６のいずれか一項に記載の方法。
［１８］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に連続的に適用される、項目
１～１６のいずれか一項に記載の方法。
［１９］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に累積的に適用される、項目
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１～１６のいずれか一項に記載の方法。
［２０］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記エーテルアミンと前記過カルボン
酸との両方を前記水に投入することによって、単一の使用溶液として同時に調製される、
項目１～１７のいずれか一項に記載の方法。
［２１］
　前記単一の使用溶液は、洗濯用洗浄溶液を含む、項目２０に記載の方法。
［２２］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液のいずれか一方は、洗濯ブースタである、
項目１～２１のいずれか一項に記載の方法。
［２３］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液のいずれか一方は、前記物品の硬質面に適
用される、項目１～２２のいずれか一項に記載の方法。
［２４］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液の一方は、噴霧、注入、ワイプ、またモッ
プ掛けによって前記物品に適用される、項目２３に記載の方法。
［２５］
　細菌胞子を排除するための方法であって、前記方法は、
　約１０～約３，０００ｐｐｍのエーテルアミンを水に混合することによって第１の使用
溶液を調製することと、
　約１０～約３，０００ｐｐｍの過カルボン酸を水に混合することによって第２の使用溶
液を調製することと、
　前記第１の使用溶液を、細菌胞子の汚染が疑われる物品に適用することと、
　前記第２の使用溶液を、細菌胞子の汚染が疑われる前記物品に適用することと、を含む
、方法。
［２６］
　前記第１の使用溶液は、２５～２，０００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、項目２５に
記載の方法。
［２７］
　前記第１の使用溶液は、５０～１，５００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、項目２５又
は２６項に記載の方法。
［２８］
　前記第１の使用溶液は、５０～１，０００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、項目２５～
２７のいずれか一項に記載の方法。
［２９］
　前記第２の使用溶液は、１０～２，０００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、項目２５～２
８のいずれか一項に記載の方法。
［３０］
　前記第２の使用溶液は、５０～１，５００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、項目２５～２
９のいずれか一項に記載の方法。
［３１］
　前記第２の使用溶液は、５０～１，０００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、項目２５～３
０のいずれか一項に記載の方法。
［３２］
　前記第１の使用溶液を前記適用することは、前記物品を前記第１の使用溶液中に浸漬す
ることを含み、前記第２の使用溶液を適用することは、前記物品を前記第２の使用溶液中
に浸漬することを含み、前記方法は、前記第２の使用溶液を適用する前に、前記第１の使
用溶液を排出することをさらに含む、項目２５～３１のいずれか１項に記載の方法。
［３３］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に同時に適用される、項目２
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５～３２のいずれか一項に記載の方法。
［３４］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に累積的に適用される、項目
２５～３２のいずれか一項に記載の方法。
［３５］
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記エーテルアミンと前記過カルボン
酸との両方を含有する単一の使用溶液として同時に調製される、項目２５～３３のいずれ
か一項に記載の方法。
［３６］
　前記単一の使用溶液は、洗濯用洗浄溶液を含む、項目３５に記載の方法。
［３７］
　２つのチャンバ、及び両チャンバと流体連通する調整可能なスプレーアセンブリを有す
るスプレーボトルと、
　前記２つのチャンバのうちの一方に収容され、水中に約１０～約２，０００ｐｐｍのエ
ーテルアミンを含む第１の溶液と、
　前記２つのチャンバのうちの他方に収容され、水中に約１０～約２，０００ｐｐｍの過
カルボン酸を含む第２の溶液と、を含む、キット。
［３８］
　約１０～約１，０００ｐｐｍのエーテルアミンと、
　約１０～約１，０００ｐｐｍの過酸と、
　水との混合物を含む組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細菌胞子による汚染が疑われる物品上の細菌胞子を排除するための方法であって、前記
方法は、
　約１０～約２，０００ｐｐｍのエーテルアミンを水に混合することによって第１の使用
溶液を調製し、約１０～約２，０００ｐｐｍの過カルボン酸を水に混合することによって
第２の使用溶液を調製することと、
　前記第１の使用溶液を前記物品に適用することと、
　前記第２の使用溶液を前記物品に適用することと、を含む、方法。
【請求項２】
　前記エーテルアミンは、１～２２個の炭素原子を有する一つ又は複数のエーテルアミン
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記エーテルアミンは、１０～１８個の炭素原子を有する一つ又は複数のエーテルアミ
ンを含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の使用溶液は、２５～１，５００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、請求項１～
３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の使用溶液は、２５～１，０００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、請求項１～
４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の使用溶液は、５０～５００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、請求項１～５の
いずれか一項に記載の方法。
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【請求項７】
　前記過カルボン酸は、２～１２個の炭素原子を有する一つ又は複数の過カルボン酸を含
む、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の使用溶液は、１０～１，５００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、請求項１～７
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２の使用溶液は、５０～１，０００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、請求項１～８
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２の使用溶液は、５０～５００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、請求項１～９のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法は、Ｃ．ｄｉｆｆ．、Ｃ．ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ、Ｃ．ｓｐｏｒｏｇｅｎｅｓ、
Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓから選択される細菌胞子の少なくとも２対
数の減少が可能である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法は、Ｃ．ｄｉｆｆ．、Ｃ．ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ、Ｃ．ｓｐｏｒｏｇｅｎｅｓ、
Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓから選択される細菌胞子の少なくとも３対
数の減少が可能である、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記方法は、Ｃ．ｄｉｆｆ．、Ｃ．ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ、Ｃ．ｓｐｏｒｏｇｅｎｅｓ、
Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓから選択される細菌胞子の少なくとも４対
数減少が可能である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記物品は、織物または硬質面を含む、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の使用溶液又は前記第２の使用溶液のいずれか一方は、一つ又は複数の界面活
性剤をさらに含む、請求項１～１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の使用溶液又は前記第２の使用溶液のいずれか一方は、一つ又は複数のｐＨ調
整剤をさらに含む、請求項１～１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に同時に適用される、請求項
１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に連続的に適用される、請求
項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に累積的に適用される、請求
項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記エーテルアミンと前記過カルボン
酸との両方を前記水に投入することによって、単一の使用溶液として同時に調製される、
請求項１～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記単一の使用溶液は、洗濯用洗浄溶液を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第１の使用溶液又は前記第２の使用溶液のいずれか一方は、洗濯ブースタである、
請求項１～２１のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項２３】
　前記第１の使用溶液又は前記第２の使用溶液のいずれか一方は、前記物品の硬質面に適
用される、請求項１～２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の使用溶液又は前記第２の使用溶液の一方は、噴霧、注入、ワイプ、またモッ
プ掛けによって前記物品に適用される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　細菌胞子を排除するための方法であって、前記方法は、
　約１０～約３，０００ｐｐｍのエーテルアミンを水に混合することによって第１の使用
溶液を調製することと、
　約１０～約３，０００ｐｐｍの過カルボン酸を水に混合することによって第２の使用溶
液を調製することと、
　前記第１の使用溶液を、細菌胞子の汚染が疑われる物品に適用することと、
　前記第２の使用溶液を、細菌胞子の汚染が疑われる前記物品に適用することと、を含む
、方法。
【請求項２６】
　前記第１の使用溶液は、２５～２，０００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、請求項２５
に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１の使用溶液は、５０～１，５００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、請求項２５
又は２６項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１の使用溶液は、５０～１，０００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、請求項２５
～２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第２の使用溶液は、１０～２，０００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、請求項２５～
２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第２の使用溶液は、５０～１，５００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、請求項２５～
２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第２の使用溶液は、５０～１，０００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、請求項２５～
３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第１の使用溶液を前記適用することは、前記物品を前記第１の使用溶液中に浸漬す
ることを含み、前記第２の使用溶液を適用することは、前記物品を前記第２の使用溶液中
に浸漬することを含み、前記方法は、前記第２の使用溶液を適用する前に、前記第１の使
用溶液を排出することをさらに含む、請求項２５～３１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に同時に適用される、請求項
２５～３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記物品に累積的に適用される、請求
項２５～３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第１の使用溶液及び前記第２の使用溶液は、前記エーテルアミンと前記過カルボン
酸との両方を含有する単一の使用溶液として同時に調製される、請求項２５～３３のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記単一の使用溶液は、洗濯用洗浄溶液を含む、請求項３５に記載の方法。
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【請求項３７】
　２つのチャンバ、及び両チャンバと流体連通する調整可能なスプレーアセンブリを有す
るスプレーボトルと、
　前記２つのチャンバのうちの一方に収容され、水中に約１０～約２，０００ｐｐｍのエ
ーテルアミンを含む第１の溶液と、
　前記２つのチャンバのうちの他方に収容され、水中に約１０～約２，０００ｐｐｍの過
カルボン酸を含む第２の溶液と、を含む、キット。
【請求項３８】
　約１０～約１，０００ｐｐｍのエーテルアミンと、
　約１０～約１，０００ｐｐｍの過酸と、
　水との混合物を含む組成物。
【請求項３９】
　細菌胞子による汚染が疑われる物品上の細菌胞子を排除するための方法であって、前記
方法は、使用溶液を前記物品に適用することを含み、前記使用溶液は、水中に、約１０～
約２，０００ｐｐｍのエーテルアミンと、約１０～約２，０００ｐｐｍの過カルボン酸を
含む、方法。
【請求項４０】
　前記エーテルアミンは、１～２２個の炭素原子を有する一つ又は複数のエーテルアミン
を含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記エーテルアミンは、１０～１８個の炭素原子を有する一つ又は複数のエーテルアミ
ンを含む、請求項３９又は４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記使用溶液は、２５～１，５００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、請求項３９～４１
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４３】
　前記使用溶液は、２５～１，０００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、請求項３９～４２
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４４】
　前記使用溶液は、５０～５００ｐｐｍのエーテルアミンを含む、請求項３９～４３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項４５】
　前記過カルボン酸は、２～１２個の炭素原子を有する一つ又は複数の過カルボン酸を含
む、請求項３９～４４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４６】
　前記使用溶液は、１０～１，５００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、請求項３９～４５の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項４７】
　前記使用溶液は、５０～１，０００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、請求項３９～４６の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項４８】
　前記使用溶液は、５０～５００ｐｐｍの過カルボン酸を含む、請求項３９～４７のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項４９】
　前記方法は、Ｃ．ｄｉｆｆ．、Ｃ．ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ、Ｃ．ｓｐｏｒｏｇｅｎｅｓ、
Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓから選択される細菌胞子の少なくとも２対
数の減少が可能である、請求項３９～４８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５０】
　前記方法は、Ｃ．ｄｉｆｆ．、Ｃ．ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ、Ｃ．ｓｐｏｒｏｇｅｎｅｓ、
Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓから選択される細菌胞子の少なくとも３対
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数の減少が可能である、請求項３９～４９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５１】
　前記方法は、Ｃ．ｄｉｆｆ．、Ｃ．ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ、Ｃ．ｓｐｏｒｏｇｅｎｅｓ、
Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ、及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓから選択される細菌胞子の少なくとも４対
数減少が可能である、請求項３９～５０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５２】
　前記物品は、織物または硬質面を含む、請求項３９～５１のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５３】
　前記使用溶液は、一つ又は複数の界面活性剤をさらに含む、請求項３９～５２のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項５４】
　前記使用溶液は、一つ又は複数のｐＨ調整剤をさらに含む、請求項３９～５３のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項５５】
　前記単一の使用溶液は、洗濯用洗浄溶液を含む、請求項３９～５４のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項５６】
　前記使用溶液は、洗濯ブースタである、請求項３９～５５のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５７】
　前記使用溶液は、前記物品の硬質面に適用される、請求項３９～５６のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項５８】
　前記使用溶液は、噴霧、注入、ワイプ、またモップ掛けによって前記物品に適用される
、請求項３９～５７のいずれか一項に記載の方法。
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